尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務調達仕様書

　
１　件名
　　尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務


２　目的
　　この仕様書は、令和８年１２月から実施を予定している障害福祉システムの標準化に伴い、標準化の対象外となる機能について独立したシステムを構築するために、必要な事項を定めるもの。
　　なお、当該システム構築に必要となる各制度の概要については「６構築内容」のとおり。


３　業務実施場所等
（１）実施場所
　　　尼崎市本庁舎内及び市政情報センター

（２）対象システム
　　　障害福祉政策担当が所管する障害者福祉標準化外システム


４　業務実施期間
　　契約締結日から令和８年１２月３１日まで


５　構築システム等
（１）障害福祉に係るデータベース
（２）乗合自動車特別乗車証交付システム
（３）重度心身障害者（児）福祉タクシー利用料助成システム
（４）重度身体障害者（児）リフト付自動車派遣システム
（５）NHK受信料減免管理システム
（６）重度心身障害者（児）介護手当管理システム


６　構築内容
　　障害者福祉標準化外システムの構築に関して実施する業務の内容は次のとおり。
（１）障害福祉に係るデータベースに係るもの
	【リアル処理】
1 各システムの入出力情報反映機能
　　各システムの入力内容を障害者福祉標準化外システムマスターファイルに反映させる。

	【バッチ処理】
　①障害福祉システムマスターファイル取込処理
　（時期：令和９年１月以降、毎日を予定）
　　障害福祉システムのマスターファイルを取り込み、障害者福祉標準化外システム内に同様のマスターファイルを構成する。


（２）乗合自動車特別乗車証交付システムに係るもの
	【リアル処理】
　①申請・交付登録機能
　　申請・交付の登録（申請交付マスタのレコードの作成）並びに申請書及び受付済票の出力ができるようにする。

　②返還登録
　　障害者ＩＣ乗車証（以下、ＩＣ乗車証という。）の返還（申請交付マスタのレコードの更新）及び返還申請書の出力ができるようにする。

　③再交付登録
　　ＩＣ乗車証の再交付の登録（申請交付マスタのレコードの更新）及び再交付納付書（別途提示する帳票）へ必要事項の印字ができるようにする。また、再交付申請書が出力できるようにする。

　④収入消込登録機能
　　③の再交付納付書により負担金の納付があった場合、消込の登録（申請交付マスタのレコードの更新）ができるようにする。

　⑤取消機能の追加
　　主に窓口での処理において、申請登録・返還登録・再交付登録を行った場合、当該処理の取消（申請交付マスタのレコードの削除）ができるようにする。

　⑥照会画面
1 から④までの登録情報を閲覧する照会ができるようにする。

	【バッチ処理】
　①ＩＣ乗車証作成用データ出力処理
（時期：令和８年１２月以降、月２回を予定）
　　処理日時点で、申請交付マスタのうち、ＩＣ乗車証の作成対象者（新規申請者・再交付申請者で消込の登録がなされたものを抽出）データを出力できるようにする。出力ファイル形式はＣＳＶファイルとし、別途指示する形式でデータを暗号化し、ＣＤ－Ｒに格納できるようにする。

　②ＩＣ乗車証作成に係る新規送付・再交付情報消込処理
（時期：令和８年１２月以降、月２回を予定）
　　共同印刷（株）から提供されるＩＣ乗車証登録データ（新規申請に伴う作成・再交付申請に伴う作成）を申請交付マスタのレコード更新ができるようにする。

　③ＩＣ乗車証ネガデータ出力処理
（時期：令和８年１２月以降、月２回を予定）
　　処理日時点で、申請交付マスタのうち、ＩＣ乗車証交付済みのものでＩＣ乗車証の無効対象者（返還登録及び資格喪失（資格喪失に係る要件詳細は別途指示）がなされたものを抽出）を、阪神バス（株）にて、当該ＩＣ乗車証を無効化するために、ＩＣ乗車証未交付として申請交付マスタのレコード更新及びデータを出力できるようにする。出力ファイル形式は、ＣＳＶファイルとし、別途指示する形式でデータを暗号化し、ＵＳＢメモリに格納できるようにする。


　④交付実績等の帳票出力
　　各月ごとの申請・交付・返還・再交付等の等級別の実績（件数等）の帳票出力ができるようにする。



（３）重度心身障害者（児）福祉タクシー利用料助成システムに係るもの
	【リアル処理】
①申請・交付登録機能
　　申請・交付の登録（タクシーチケット交付マスタのレコードの作成）及び申請書の出力ができるようにする。

②返還登録
　　タクシーチケットの返還の登録（タクシーチケット交付マスタのレコードの更新）ができるようにする。

③交付消込登録機能
　　現物の即時交付ができない窓口にて交付申請がなされたものについて、本庁等他の窓口で交付決定及び現物の交付を行う場合、当該申請分についての消込登録（タクシーチケット交付マスタのレコードの更新）ができるようにする。

④実績入力機能
　　交付枚数等の変更・削除を含む登録ができるようにする。

⑤取消機能の追加
　　主に窓口での処理において、申請登録・返還登録を行った場合、当該処理の取消（タクシーチケット交付マスタのレコードの削除）ができるようにする。

⑥照会画面
1 から④までの登録情報を閲覧する照会ができるようにする。

	【バッチ処理】
　①宛名・チケット記名用シールの作成
　（時期：令和８年１２月以降、随時）
　現物の即時交付ができない窓口にて交付申請がなされたものについて、送付用の宛名シール及び券面に氏名・等級・番号等記名用シールの印字ができるようにする。

2 交付実績等の帳票出力
　　各月ごとの申請・交付・返還・再交付等の等級別の実績（件数等）の帳票出力ができるようにする。



（４）重度身体障害者（児）リフト付自動車派遣システムに係るもの
	【リアル処理】
　①申請・交付登録機能
　　申請・交付の登録（リフト付自動車派遣登録証交付マスタのレコードの作成）及び申請書の出力ができるようにする。

　②返還登録
　　リフト付自動車派遣登録者証の返還の登録（リフト付自動車派遣登録証交付マスタのレコードの更新）ができるようにする。

　③交付消込登録機能
　　現物の即時交付ができない窓口にて交付申請がなされたものについて、本庁等他の窓口で交付決定及び現物の交付を行う場合、当該申請分についての消込登録（リフト付自動車派遣登録証交付マスタのレコードの更新）ができるようにする。

　④実績入力機能
　　事業者から送付される利用確認書に記載の内容を事業者毎に変更・削除を含む登録（リフト付自動車派遣登録証交付マスタのレコードの更新）ができるようにする。

　⑤取消機能の追加
　　主に窓口での処理において、申請登録・返還登録を行った場合、当該処理の取消（リフト付自動車派遣登録証交付マスタのレコードの削除）ができるようにする。

　⑥照会画面
1 から④までの登録情報を閲覧する照会ができるようにする。

	【バッチ処理】
　①宛名・チケット記名用シールの作成
　（時期：令和８年１２月以降、随時）
　　現物の即時交付ができない窓口にて交付申請がなされたものについて、送付用の宛名シール及び券面に氏名・等級・番号等記名用シールの印字ができるようにする。

②交付実績等の帳票出力
　　各月ごとの申請・交付・返還・再交付等の等級別の実績（件数等）の帳票出力ができるようにする。



（５）ＮＨＫ受信料減免管理システムに係るもの
	【リアル処理】
①交付登録機能
　窓口で証明を行った場合に、交付の登録（対象者データ及びお客様番号）ができるようにする。

②要件消滅登録
　免除基準を満たさなくなった場合に、登録（死亡・転出などの事由）ができるようにする。


	【バッチ処理】
①対象者確認リストの作成機能
　NHKから提供される対象者リスト（CSVデータ。提供時期は8月から9月頃。）に、障害福祉システムマスターファイル及び基幹系システムから出力されるデータ（住基・税情報等）を突合し、NHKに返送する対象者確認リスト（CSVデータ）を作成できるようにする。

②交付実績等の帳票出力
　免除対象者一覧、住基異動者一覧等、対象者の確認に必要な帳票を、帳票出力ができるようにする。





（６）重度心身障害者（児）介護手当管理システムに係るもの
	【リアル処理】
　①申請（新規・更新・異動・現況届）登録機能
　　申請（新規・更新・異動・現況届）の登録及び申請書の出力ができるようにする。

②資格要件の確認
　障害福祉システムマスターファイル及び基幹系システムから出力されるデータ（住基情報、税情報、障害福祉サービス及び介護保険サービス利用状況）を参照し、資格要件の確認ができるようにする。

③支給管理機能
　認定を行う場合の、支給期間及び支給対象月の管理を行い、月割り計算にも対応できるようにする。

④認定・決定管理機能
　認定、却下、支給停止を行う場合に、理由を管理するとともに、決定帳票及び通知書の出力ができるようにする。


	【バッチ処理】
　①宛名シールの作成
　　送付用宛名シールの印字ができるようにする。

　②支給停止判定
　住基情報、税情報、障害福祉サービス及び介護保険サービス利用状況を参照し、受給者の資格要件を確認できるようにする。

　③交付実績等の帳票出力
　受給者一覧、宛名シール、住基異動者一覧、補助金精算調書、支給実績一覧（件数等）の帳票出力ができるようにする。




（７）その他
	　①データベースの整備
　　（１）～（６）に係る構築につき、追加した項目等を適正に格納するよう各々のデータベースを整備する。

　②共有する端末の調整
　　（１）～（６）に係る構築につき、端末は尼崎市障害福祉総合システムで調達する端末を使用するため、同システムの適正な動作に影響があるか否かを調査し、影響がある場合は所要の整備を行う。

　③乗合自動車特別乗車証交付システム、重度心身障害者（児）福祉タクシー利用料助成システム、重度身体障害者（児）リフト付自動車派遣システム間の重複交付の禁止
　　乗合自動車特別乗車証交付システム、重度心身障害者（児）福祉タクシー利用料助成システム、重度身体障害者（児）リフト付自動車派遣システム間で重複交付ができないような機能を設ける。なお、交付状況がリアル画面で確認できるようにする。


　④高齢者バス運賃助成制度等との重複交付の禁止
　　介護システムを用いて管理している高齢者バス運賃助成制度等の利用者との重複交付ができないような機能（重複チェック用データベースの構築等）を設ける。なお、交付状況がリアル画面で確認できるようにする。

　⑤機能制限
　　窓口ごとに行える処理が違う場合を想定し、ログイン制御等により窓口ごとに利用できる機能に制限を加えられるようにする。

　⑥環境整備
　サーバについては、尼崎市市政情報センターに設置するオンプレミス仮想化基盤において構築することを想定している。オンプレミス仮想化基盤の仕様については、限定公開資料として開示するため、開示希望の場合は本市に対して申し出ること。
　　仮想マシンのサーバ要件（スペック）の上限は、下表のとおり想定している。上限以上の割り当てを希望する場合、本件の提案前に本市情報システム担当に相談すること。
	
	割当上限

	CPU（コア）
	1仮想マシンあたり8 vCPU

	メモリ
	1仮想マシンあたり32 GB

	ディスク
	1仮想マシンあたり1000 GB


　　オンプレミス仮想化基盤は、令和９年３月末に現行基盤の本番運用を終了する予定であり、令和９年３月末までに順次仮想マシンの移行を行いつつ、令和９年４月からは新基盤の本番運用へ完全切替を予定している。
新基盤は令和８年４月から環境構築を開始し、６ヶ月後の令和８年１０月より環境提供を開始する予定である。そのため、令和８年８月までに現行基盤上で本番運用又は構築中の仮想マシンについては、新基盤へV2V移行を行う対象として仮想基盤事業者にて対応予定している、本システムに係る仮想マシン台数は３台以内を想定していたため、仮想マシン３台以内であればV2V移行対象として新基盤へ移行するが、４台以上の仮想マシンを現行基盤上で構築する場合は、本システム構築受託者にて個別に基盤移行対応を行うか、仮想基盤事業者との間で別途契約を締結いただく可能性がある点に留意すること。別途費用が生じる場合には、当該費用を含めて提案すること。
なお、新基盤に構築、本番運用する仮想マシン台数には特に制限を設けていない。　

　端末及びプリンターは、標準化対応した障害福祉システムの既存端末等と共有する（端末22台、プリンター11台）。なお既存端末の主なスペック（予定）は下記の通り。
	機器
	項目
	内容

	既存端末
	OS
	Windows 11 Pro

	
	CPU
	インテル（R）Core（TM）3　100U（最大4.7GHZ）

	
	メモリ
	8GB

	
	ストレージ
	512GB　SSD（PCIe NVMe）

	既存プリンター
	形式
	レーザープリンタ

	
	給紙トレイ
	A4、A3に対応


　　サーバと端末、プリンター間のネットワークは既設の庁内ネットワークを利用することを想定している。サーバセグメントは既存のセグメント内の空きアドレスを利用する設計とすることで、サーバと端末、プリンター間の通信許可設定を最大限転用できるよう想定しているが、新システムにおいて必要な通信要件について提示するとともに、利用開始にあたり庁内ネットワーク事業者との調整や要請には真摯に対応すること。
　　
　⑦データ移行処理
　（時期：別途指示する日　処理回数：令和８年度のみ（予定））
　　別途指示する日時点で、各システムのマスターファイルを取り込み、障害者福祉標準化外システムマスターファイルにおいて格納する。

　




７　成果品
　　受託者は、６の構築内容について、プログラム等を作成し、障害者福祉標準化外システムの本番環境において、当該プログラム等が正常に稼動するように整備した後、次に掲げる成果品（図書及び電子媒体）を業務実施期間が終了する日までに納品するものとする。
ただし、令和８年１２月１日より現行システムと並行稼働できるようすること。

（１）プロジェクト成果物
　　マスタースケジュール、カスタマイズ一覧表（他事業者調整前）、カスタマイズ一覧表（他事業者調整後）検討項目管理表（他事業者調整前）、検討項目管理表（他事業者調整後）、連絡票、会議議事録

（２）システム設計書
　　プログラム設計書（他事業者調整前）、プログラム設計書（他事業者調整後）、プログラム検査書

（３）システム利用環境等
　　障害者福祉標準化外システム等

（４）マニュアル作成
　　システムを利用する窓口別利用マニュアル


８　納品期限
令和８年１２月２８日
　　７の成果品におけるすべての項目
　　

９　その他
　　ＩＣ乗車証システムの改修にあたっては、他の事業者（共同印刷（株）・阪神バス（株））とのデータ連携テストを実施するため、当該テストが完了するまでは、テスト結果に基づき必要となるシステムの改修を行う。また、内容等の疑義や他に必要事項が生じた場合は、別途協議する。


１０　支払条件
　　業務完了後、適法な請求を受けた日から３０日以内に一括払い。


１１　連絡先
　　尼崎市　福祉局　法人指導・障害福祉担当　障害福祉政策担当
　　担当：藤本・山﨑
　　電話：06-6489-6577

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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